
日本船舶振興会への交付金軽減等に関する意見書  

競艇事業をはじめとする地方公営競技事業は、長引く景気の低迷やレ

ジャーの多様化等の影響により、３年度をピークに売上げの低下が続き、

必死の経営改善努力にもかかわらず、いずれの施行者においても厳しい

経営を余儀なくされています。競艇事業にあっても、１３年度並びに１

４年度において、一般会計への繰出しができない施行者が４６施行者中、

１６施行者に及ぶほか、単年度赤字に陥っている施行者も多くある中で、

１５年度末には桐生市、光市、広島県西部競艇施行組合などが事業から

撤退するに至っています。  

モーターボート競走法の趣旨は、海事思想の普及と地方自治体財政の

改善に寄与することとありますが、１５年度決算で見ると、競艇事業４

６施行者の事業収益が７８億４，５６９万円にまで減少している一方、

日本船舶振興会への交付金は１号交付金、２号交付金を合わせて３５１

億７，０７５万円、公営企業金融公庫納付金が１１２億９３５万円とな

っています。  

本市においても、年々、競艇事業経営は苦しくなっており、１５年度

の一般会計への繰出金は２８億円にまで減少しています。一方、売上額

に応じて納付を義務づけられている日本船舶振興会交付金及び公営企

業金融公庫納付金は、１５年度でそれぞれ２１億４３３万円、７億３，

８２０万円となっており、１６年度には一般会計への繰出額より、交付

金及び納付金のほうが大きくなるのが確実な状況にあります。こうした

状況は、地方自治体財政の改善に寄与するというモーターボート競走法

の趣旨に反する事態となっていることを端的に示しています。  

既に、地方競馬、競輪、オートレース（小型自動車競走）事業につい

ては、こうした状況を受けて交付金の軽減や支払猶予措置が新設されま

したが、競艇事業にあっては、昭和３７年の改正以降、その不合理な制

度の見直しが行われていません。また、公営企業金融公庫納付金制度は、

公営競技施行団体の売上げ、収益が急増した昭和４５年に収益の均てん

化を目的に時限立法として制定されたもので、その後も更新されてきま

したが、現状では根拠を失っていると言わなければなりません。  



よって、政府におかれては、次の事項を実現されるよう強く要請いた

します。  

１ 日本船舶振興会への１号交付金、２号交付金の軽減を行うこと。  

２ 公営企業金融公庫納付金制度を廃止すること。  

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出いたします。  

 平成１７年３月１日  

                       尼崎市議会議長  

 関  係 大 臣 あ て  



発達障害児（者）に対する支援促進に関する意見書  

自閉症、学習障害（ＬＤ）、注意欠陥・多動性障害（ＡＤＨＤ）、アス

ペルガー症候群など発達障害への対応が緊急の課題になっています。発

達障害は、低年齢で現れることが多く、文部科学省の調査では、小中学

生全体の６％に上る可能性があるとされています。  

平成１６年１２月に発達障害者支援法が制定され、本年４月から施行

されます。この法律には、国及び地方公共団体の責務として、発達障害

の早期発見や支援などについて必要な措置を講じるよう示されていま

す。  

発達障害に対しては、幼児期から学齢期、就労まで一貫した支援策が

必要です。そのためには、教育・福祉・保健・就労などの関係機関が連

携し、一人ひとりの状況に応じた個別指導を行うなどの対応が欠かせま

せん。  

国は、都道府県ごとに発達障害者支援センターを設置するとしていま

すが、よりきめ細かな支援対策を実施するには市区町村の役割が極めて

重要であり、支援のネットワークづくりが求められています。  

よって、政府におかれては、次の項目を早急に実施するよう強く要望

いたします。  

１ 各市区町村が関係機関と連携して支援体制を整備する際に、なんら

かの財政支援を講じること。  

２ 発達障害の早期発見に向けて、乳幼児健診の充実と、新たな児童健

診制度（５歳児健診）を確立すること。  

３ 専門医の養成並びに人材の確保を図ること。  

４ 発達障害児（者）への理解の普及、意識啓発を推進すること。  

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出いたします。  

 平成１７年３月２５日  

                      尼崎市議会議長  

 関  係 大 臣 あ て  


